
 
 

 

船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

令
和
七
年
四
月
二
十
四
日 

 

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会 

 

  

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

漁
船
員
条
約
締
約
国
が
発
給
し
た
資
格
証
明
書
の
受
有
者
が
特
定
漁
船
に
乗
り
組
む
た
め
の
特
例
の
適
用
に
当
た
っ
て

は
、
商
船
と
漁
船
の
区
別
な
く
高
度
な
技
能
を
求
め
る
我
が
国
の
海
技
免
許
制
度
が
、
航
行
の
安
全
確
保
に
大
き
く
貢
献
し

て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
他
の
締
約
国
に
お
け
る
商
船
と
漁
船
と
の
海
技
資
格
の
在
り
方
の
異
同
に
留
意
し
、
航
行
の
安
全

を
損
な
う
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

二 

漁
船
員
条
約
の
締
結
に
伴
う
各
種
講
習
の
五
年
ご
と
の
受
講
が
漁
船
員
及
び
船
舶
所
有
者
に
過
度
な
負
担
を
も
た
ら
す

こ
と
の
な
い
よ
う
、
受
講
料
の
軽
減
等
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
受
講
者
の
利
便
の
た
め
、
各
登

録
講
習
機
関
の
増
加
及
び
偏
在
の
解
消
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
本
法
律
案
の
提
出
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
今
後
も
、
船
員
に

関
す
る
国
際
条
約
の
締
結
等
に
伴
い
、
国
内
の
関
係
団
体
等
に
影
響
が
及
ぶ
場
合
に
は
、
当
該
団
体
等
の
理
解
・
納
得
が
得

ら
れ
る
よ
う
、
緊
密
な
連
携
の
下
、
丁
寧
な
説
明
や
対
話
等
に
努
め
る
こ
と
。 

 

三 

最
短
で
令
和
八
年
一
月
に
漁
船
員
条
約
が
我
が
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
、
漁
ろ
う
操
船
講
習
に
関
す
る
規
定
が
施
行
さ

れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
漁
ろ
う
操
船
講
習
の
具
体
的
な
内
容
を
早
期
に
明
ら
か
に
し
、
関
係
者
に
周
知
す
る
こ
と
。 

 

四 

漁
船
員
条
約
に
係
る
国
内
法
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
同
条
約
に
定
め
る
安
全
の
確
保
に
配
慮
し
つ
つ
、
日
本
船
舶
の
深

刻
な
船
員
不
足
に
対
応
し
、「
労
働
力
の
流
動
性
」
を
最
重
要
事
項
と
し
て
考
慮
す
る
観
点
か
ら
、
官
労
使
の
意
見
交
換
を
行

っ
た
上
で
、
主
体
的
に
運
用
の
基
本
的
な
方
向
性
を
示
す
こ
と
。 



五 

船
員
職
業
安
定
窓
口
と
特
定
地
方
公
共
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
生
か
し
た
船
員
職
業
紹
介
事
業
を
行
え
る
よ
う
、
相

互
の
協
力
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
異
業
種
か
ら
の
転
職
者
も
視
野
に
入
れ
、
公
共
職
業
安
定
所
と
の
連
携
を
強
化
し
、
船

員
の
確
保
に
寄
与
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

六 

船
員
室
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
を
始
め
と
す
る
快
適
な
海
上
労
働
環
境
の
形
成
の
促
進
に
向
け
、
国
と
し
て
支
援
を
行

う
と
と
も
に
、
船
舶
所
有
者
に
よ
る
取
組
の
原
資
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
内
航
海
運
業
に
お
け
る
取
引
環
境
改
善
及
び
生
産

性
向
上
等
の
取
組
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
こ
と
。 

 

七 

深
刻
な
船
員
不
足
の
解
消
に
向
け
て
、
働
き
方
改
革
の
推
進
及
び
労
働
環
境
の
改
善
・
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
商
船
高

等
専
門
学
校
や
水
産
高
等
学
校
等
へ
の
支
援
の
拡
充
を
始
め
と
し
た
船
員
養
成
ル
ー
ト
の
強
化
及
び
船
員
確
保
の
間
口
の

拡
充
並
び
に
幼
少
期
か
ら
の
体
験
乗
船
等
を
通
じ
た
海
事
広
報
・
海
事
教
育
と
い
っ
た
長
期
的
な
取
組
を
強
力
に
推
進
す
る

こ
と
。
ま
た
、
企
業
・
業
界
と
連
携
し
、
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 

 


